
ＰＣＢ廃棄物処理に係る東海地区広域協議会の 

取組について 

 

１ 高濃度ＰＣＢ廃棄物の処分に向けた取組について 

 ○ 前回の安全監視委員会で説明させていただいた「関係者と連

携した処理促進の取組」について、継続して実施しております

ので、その成果を別紙１のとおり整理しました。 

 ○ また、これを踏まえ、「東海地区ＰＣＢ廃棄物処理計画」を別

紙２のとおり更新しました。 

 ○ 高濃度ＰＣＢ廃棄物の期限内処理について、業界団体の協会

誌に掲載していただくよう調整を行っております。 

 

２ 令和元年度第２回豊田市ＰＣＢ処理安全監視委員会以降の広域

協議会の取組について 

 ○ 新型コロナウィルス感染症感染者の発生状況を踏まえ、令和

２年度は現時点で会議の開催は見送られていますが、書面開催

等の手法を用いて、掘り起こし調査の進捗状況等の情報共有の

場を設けることを検討しています。 

 

 

 

資料３ 



　PCB廃棄物をJESCO豊田で処理するためには、以下の３段階の取組が

必要であり、東海四県七市（四県七市）、環境省中部・関東地方環境

事務所（地方環境）、経済産業省中部近畿・関東東北産業保安監督部

（保安監督）とJESCO豊田（JESCO）が一体となって取組んでいる。

↓

↓

【実績】平成29年度以降（H29.4.1～R2.8.31）

↓ 　　　　新規
※
の機器登録者　1,519事業場（コンデンサ2,215台）

※民間でコンデンサの登録台数が19台以下の小口事業場

・個別アンケート

→ ・立入検査 →

←

→ →

【実績】平成29年度以降（H29.4.1～R2.8.31）

新規
※
の機器登録者で契約済　1,265事業場（コンデンサ1,966台）【実績】令和2年7月末現在　進捗率 約94％(未回答：6,012件)

東海四県七市等とJESCO豊田が一体となったPCB処理促進の取組

③JESCO登録事業場に、JESCOと処理委託契約をしてもらい処理する取組

JESCOによる説得
四県七市とJESCOが
一体となった説得

実態の把握
(掘り起こし調査)

事業場リスト作成

①JESCO登録していないPCB廃棄物(使用機器)保有事業場を把握する取組

②JESCO登録していない保有事業場にJESCO登録をしてもらう取組

①JESCO登録していないPCB廃棄物(使用機器)保有事業場を把握する取組

②JESCO登録していない保有事業場にJESCO登録をしてもらう取組

③JESCO登録事業場に、JESCOと処理委託契約をしてもらい処理する取組

処理完了

・PCB特措法届出、
　電気事業法届出等
　を用いて、PCB廃
　棄物を保管・PCB
　使用電気工作物を
　使用している事業
　場リストを作成

・事業場リストと、
　JESCO登録事業場
　リストを比較し、
　未登録事業場リス
　ト作成
・実態把握結果と照
　合し、未登録事業
　場リストを補正

未登録事業場
リスト作成

・JESCO担当者が繰り返し、契約
　の締結等について説得を実施

・JESCOだけでは理解が得られな
　い事業場について、四県七市職
　員とJESCOが合同で、説得を実
　施

・四県七市職員による個別事業場
　への立入指導時にJESCO社員も
　同行いただき、よりきめ細かく
　登録と処理を促す。
【対象】未登録事業者
　　　　小口登録(未処理)事業者

・ミニ説明会
【対象】小口未登録事業者
【開催実績】H29.8～10　15回
・個別相談会
【対象】未登録事業者
　　　　小口登録(未処理)事業者
【開催実績】H30.2～　46回

ミニ説明会・個別相談会の実施 立入指導

　PCB廃棄物を処理するには、JESCO登録事業場はJESCOと処理委託契約を
締結し、処理料金を前払いする必要がある。
　しかしながら、いつまでも契約を締結しない事業場がいることから、
以下の取組を実施している。
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別紙１




